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三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース

『指定基金にかかる政令・通知改定（厚年）』につき標

記ニュースでご案内しておりますが、今般、厚生労働省

より照会事項への回答を訂正する旨の連絡を受けました。

つきましては、以下の訂正内容を反映させた「差替版」

を送付させて頂きますので、大変お手数ではございます

が、差替えをお願い申し上げます。

要旨要旨
ご参考に厚年基金以外のお客様にも送付させて頂きます。

年金ニュース№272 ２ページ「年金資産の運用利回り」についての５～６行目

誤：「③厚生年金の直近の財政見通しに用いられている予定運用利回り」は健全化期間

において最大のものを使用可能。

正：「③厚生年金の直近の財政見通しに用いられている予定運用利回り」は当該年度の

ものをそのまま適用する。

⇒つまり、③の率は、23年度：1.9％、24年度：2.0％、25年度：2.2％、26年度：

2.6％、27年度：2.9％、28年度：3.4％ となります。

なお、各年度毎にいずれか大きい率を上回らない率の適用は可能です。

訂正内容（口頭による確認※）訂正内容（口頭による確認※）

※上記の訂正内容は現時点では口頭による確認であり、今後内容が変わり得る点にご留意下さい。

以上

発行元：三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部
※本件に関するご照会は営業担当者までお願い致します。また本資料は、当社が公に入手可能な情報に基づき作成したものですが、その内容の正
確性・完全性を保証するものではありません。施策の実行にあたっては、実際の会計処理・税務処理等につき、貴社顧問会計士・税理士等にご確認く
ださいますようお願い申し上げます。当レポートの著作権は三菱UFJ信託銀行に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。

1／1


